
農地中間管理機構を活用しましょう ～令和４年度1回目の受付が始まります～

ジ
ョ
ブ
プ
ラ
ザ
守
山

の
業
務
取
扱
時
間
が

変
更
に
な
り
ま
す

　
本
市
と
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
草
津
と
の

連
携
に
よ
り
設
置
し
て
い
る「
ジ
ョ

ブ
プ
ラ
ザ
守
山
」（
Ｊ
Ｒ
守
山
駅
直

結・セ
ル
バ
守
山
）の
業
務
取
り
扱
い

時
間
が
、
４
月
１
日（
金
）か
ら
変
更

に
な
り
ま
す
。
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。
な
お
、
開
庁
日
、

取
り
扱
い
業
務
内
容
に
変
更
は
あ
り

ま
せ
ん
。

変
更
日　
４
月
１
日（
金
）～

業
務
取
り
扱
い
時
間

　
午
前
９
時
３０
分
～
午
後
５
時

問�

商
工
観
光
課

　
☎
・
有（
５
８
２
）１
１
３
１

　
5（
５
８
２
）１
１
６
６

３
月
１
日（
火
）～
７
日（
月
）

は
建
築
物
防
災
週
間
で
す

　
地
震
対
策
や
防
災
対
策
な
ど
、
住

ま
い
の
安
全
を
チ
ェッ
ク
し
ま
し
ょ
う
。

チ
ェ
ッ
ク
項
目

□
耐
震
診
断
は
受
け
た
か

□�

外
壁
に
ひ
び
割
れ
・
浮
き
・
腐
食

は
な
い
か

□
非
常
時
に
安
全
に
避
難
で
き
る
か

□
非
常
用
照
明
な
ど
は
作
動
す
る
か

□
看
板
が
落
下
す
る
恐
れ
は
な
い
か

□�

ブ
ロ
ッ
ク
塀
は
崩
れ
や
す
く
な
い
か

J
R
守
山
駅
東
口
公
衆

ト
イ
レ
を
廃
止
し
ま
す

　
J
R
守
山
駅
東
口
に
お
け
る
新
施

設
整
備
に
伴
い
、
東
口
公
衆
ト
イ
レ

を
３
月
３１
日（
木
）で
廃
止
し
ま
す
。

ご
不
便
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
理

解
を
お
願
い
し
ま
す
。
ま
た
、
新
都

賀
山
荘
の
整
備
に
あ
た
っ
て
は
、
一

般
利
用
可
能
な
ト
イ
レ
の
設
置
を
予

定
し
て
い
ま
す
。
し
ば
ら
く
の
間
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問�

商
工
観
光
課

　
☎
・
有（
５
８
２
）１
１
３
１

　
5（
５
８
２
）１
１
６
６

　
市
民
協
働
課

　
☎
・
有（
５
８
２
）１
１
４
８

　
5（
５
８
３
）３
９
１
１

子
育
て
世
帯
へ
の
臨
時

特
別
給
付
金
の
申
請
は

３
月
15
日（
火
）ま
で
で
す

　
高
校
生
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る

人
や
児
童
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い

駅
前
総
合
案
内
所
の

非
常
階
段
の
改
修
工

事
を
行
い
ま
す

　
改
修
工
事
実
施
の
た
め
、駅
前
総
合

案
内
所
の
非
常
階
段
は
左
記
の
日
程

で
終
日
通
行
止
め
と
な
り
ま
す
。
ご
不

便
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

時�

３
月
１
日（
火
）～
２５
日（
金
）

工
事
時
間　
午
前
８
時
～
午
後
６
時

※��

足
場
設
置
作
業
は
午
前
９
時
以
降

に
行
い
ま
す

問�

商
工
観
光
課

　
☎
・
有（
５
８
２
）１
１
３
１

　
5（
５
８
２
）１
１
６
６

　
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
撤
去
工
事
な
ど
に

対
し
て
補
助
金
を
設
け
て
い
ま
す
。

工
事
着
手
前
に
、
左
記
へ
お
問
い
合

せ
く
だ
さ
い
。

問�

建
築
課

　
☎（
５
８
２
）１
１
３
９

　
5（
５
８
２
）３
２
８
４

る
公
務
員
の
人
で
、
１
月
に
送
付
し

て
い
る
申
請
書
を
提
出
し
て
い
な
い

人
は
、
早
め
に
手
続
き
を
お
願
い
し

ま
す
。
ま
た
、
令
和
3
年
10
月
～
２

月
に
離
婚
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
子
育

て
世
帯
へ
の
臨
時
給
付
金
を
受
け
取

れ
な
か
っ
た
人
は
、
申
請
に
よ
り
給

付
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
詳
し
く
は
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

い
た
だ
く
か
、左
記
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問�

こ
ど
も
家
庭
相
談
課

　
☎
・
有（
５
８
２
）１
１
３
７

　
5（
５
８
２
）１
１
３
８

ホームページ

問��農政課　☎・有 �（582）1130　5（582）1166
　JAレーク滋賀守山営農経済センター　☎（585）4385　5（585）2784

　農地中間管理機構として、県知事より指定を受けた公益財団法人滋賀県農林漁業担い手育成基金が、ルール
に基づき、出し手（貸し付け希望者）から出された農業振興地域内の農用地などの貸し付けの可能性を判断し、適
切な受け手（借り受け希望者）への貸し付けを決定します。

農地の出し手：知事指定の機関なので安心して貸し出せます。
農地の受け手：�まとまった使いやすい農地が借りられます。地代も中間管理機構が一括して、地

権者へ支払われます。

申�必要書類などを農政課または、JAレーク滋賀守山営農経済センターへ提出。必要書類の様式は農政課ならび
にJAレーク滋賀守山営農経済センターの窓口に設置、または公益財団法人滋賀県農林漁業担い手育成基金の
ホームページからダウンロード可。申込期日は下記のとおり。
　出し手：�6月３0日（木）まで　※第２回募集は8月1日（月）～10月３1日（月）を予定
　�受け手：�通年受付。ただし、今回の募集で応募があった農地を借り受けたい場合は、6月３0日（木）まで
　※第２回募集以降の権利設定については、出し手・受け手双方より手数料の徴収あり（使用貸借を除く）。

メリット

農地を借りたい人
（受け手）

農地を貸したい人
（出し手）

滋賀県農地中間管理機構
公益法人

滋賀県農林漁業担い手育成基金

貸し付け
借り受け
（転貸）
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